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本 部 各 部 課 長
殿

各 警 察 署 長

三 重 県 警 察 本 部 長

巡回連絡推進員の設置及び運用要領の制定について（例規通達）

対号 巡回連絡実施要領の制定について（例規

、 ）通達・平成１２年３月２１日 (地)第６号

地域警察官が行う巡回連絡は、県民に対する犯罪や事故の防止等について必要な指導連絡活動

や災害、事故の発生時における緊急連絡等を行い、住民の利便を図るものであるが、近年、生活

様式の変化や住民意識の多様化及び警察業務の増大等による巡回連絡の形骸化が危ぐされるなど

実効の確保が困難な状況にある。このため、巡回連絡推進員を指定し、巡回連絡をより適正かつ

効率的に行い、その実効の確保に努めることを目的に、別添のとおり「巡回連絡推進員の設置及

び運用要領」を制定し、平成１２年４月１日から実施することとしたので誤りのないようにされ

たい。

（ 地 ） 第 １ ０ 号

平成１２年３月３１日

Ｌ ０ １ ０ １項 目 コ ー ド

永 久保 存 期 間

廃 棄 年 月 日

指 導 係担 当 係
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別添

巡回連絡推進員の設置及び運用要領

第１ 趣旨

この要領は、巡回連絡推進員（以下「推進員」という ）の設置及び運用について、必要な。

事項を定める。

第２ 設置

警察署長（以下「署長」という ）は、巡回連絡の適正かつ効率的な推進を図るため、交番。

ごとに推進員を置くことができる。

第３ 任務

推進員は、地域警察運営規則（昭和４４年国家公安委員会規則第５号。以下「規則」とい

。） 、 。う 第２０条に定める巡回連絡を行うことにより 規則第２条の任務を遂行するものとする

第４ 運用

１ 推進員の指名

署長は、交番勤務員の中から、年齢及び対話技術等を総合的に判断の上、真に推進員として

ふさわしい者を選考し、巡回連絡推進員の指名書（様式第１）により指名するものとする。

２ 勤務制

推進員の勤務制は、毎日勤務とする。

３ 地域警察勤務

(1) 推進員は、規則第５条第１項に定める地域警察勤務（通常基本勤務）のうち、巡回連

絡、在所を行うものとする。なお、勤務方法別の勤務時間の基準は、次表のとおりとす

る。

勤 務 方 法 勤 務 時 間

巡 回 連 絡 ５ ～ ６ 時 間

在 所 ２ ～ ３ 時 間

(2) 署長は、推進員に前記第３の任務を遂行させるため、次に掲げる勤務以外の勤務にはで

きる限り従事させないよう努めるものとする。

ア 緊急配備のための活動

イ 事件又は事故が発生した場合において、現場臨場、捜索救助等、初動捜査のための活

動

ウ 全署員規模の警衛、警護及び雑踏警備活動

エ その他、署長が特にやむを得ないと認める活動

４ 受持世帯数の基準

推進員の受持世帯数は、交番の勤務員数、受持実態及び活動時間等を勘案の上、３，０００

～６，０００世帯を指定するものとする。

５ 連携活動

署長は、推進員の活動が、円滑かつ効率的に行われるよう地域警察以外の他部門との連携

を強化し、次に掲げる事項に配意するものとする。

(1) 巡回連絡の推進が困難な世帯に対する他課（係）員との共同活動

(2) 他課（係）員が、把握した事項の連絡、通報
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(3) 他課（係）との地域情報等の共有化

第５ 推進責任者等の指定

推進員が行う巡回連絡活動を、適正かつ効率的に推進するため、次のとおり各責任者を置く

ものとする。

１ 巡回連絡指導責任者

生活安全部地域課地域活動推進室長を巡回連絡指導責任者とし、各警察署における巡回連

絡活動等に関する助言、指導教養を行うものとする。

２ 統括責任者

警察署地域課長（専任課長の配置がない署は副署長とする ）を統括責任者とし、巡回連。

絡に関する指揮監督、指導教養及び総合的な企画、運用を行うものとする。

３ 管理責任者

警察署地域課指導係長（指導係長の配置がない署は、これに準ずる係長とする ）を管理。

責任者とし、統括責任者を補佐するとともに、警察官の巡回連絡の進捗状況等を管理、分析

の上、受持警察官に対する個々具体的な指導を行うものとする。

４ 巡回連絡推進責任者

交番所長及びブロック長等を巡回連絡推進責任者（以下「推進責任者」という ）とし、。

管理責任者と連携して交番又はブロック内における巡回連絡活動に関し、受持警察官の巡回

連絡の進捗状況、技能等に関して個別指導を行うとともに、実態把握が困難な対象に対し、

受持警察官を指導し、自ら実態把握活動を行うものとする。

第６ 報告

署長は、推進員を指名した場合は 「巡回連絡推進員指名報告書 （様式第２）により本部、 」

長に報告するものとする。
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様式第１

巡 回 連 絡 推 進 員 指 名 書

（現官職） （氏名）

（指名事項）

○ ○ 交番・巡回連絡推進員に指名する。

（指名年月日及び指名権者）

年 月 日

警察署長 印
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様式第２

地発第 号

平成 年 月 日

項目ｺｰﾄﾞ Ｌ０１０１

三重県警察本部長 殿 保存期間

廃 棄 年 月 日

担 当 係 指 導 係

警察署長

巡 回 連 絡 推 進 員 指 名 報 告 書

勤 務 場 所 階 級 氏 名 生 年 月 日（年齢）

年 月 日 生交番
（ 歳）

受 持 区 第

一 般 住 宅 世 帯
受 持
世 帯 数

事 業 所 等 箇 所

． （ ）採 用 年 月 日 Ｈ Ｓ 年 月 日 年 か月

． （ ）経 現階級昇任年月日 Ｈ Ｓ 年 月 日 年 か月

． （ ）現所属配置年月日 Ｈ Ｓ 年 月 日 年 か月

． （ ）歴 現勤務場所配置年月日 Ｈ Ｓ 年 月 日 年 か月

年 か月地域警察経験年数


